
鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。 

令和８年３月６日 

 

鈴鹿市長 末 松 則 子 

 

鈴鹿市規則第９号 

鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改

正する規則 

鈴鹿市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則（令和２年鈴鹿

市規則第５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように

改める。 

改 正 後 改 正 前 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手

当） 

（フルタイム会計年度任用職員の期末手

当） 

第15条 条例第15条第１項の規定により読み

替えて準用する給与条例第42条第２項に規

定する任命権者が規則等で定める割合は、

100分の113.75とする。 

第15条 条例第15条第１項の規定により読み

替えて準用する給与条例第42条第２項に規

定する任命権者が規則等で定める割合は、

100分の112.5とする。 

２  略 ２  略 

（フルタイム会計年度任用職員の勤勉手

当） 

（フルタイム会計年度任用職員の勤勉手

当） 

第15条の２ 条例第15条の２第１項の規定に

より読み替えて準用する給与条例第42条の

４第２項第１号に規定する任命権者が規則

等で定める割合は、100分の28.75とする。 

第15条の２ 条例第15条の２第１項の規定に

より読み替えて準用する給与条例第42条の

４第２項第１号に規定する任命権者が規則

等で定める割合は、100分の27.5とする。 

２  略 ２  略 

（パートタイム会計年度任用職員の報酬の （パートタイム会計年度任用職員の報酬の



額） 額） 

第16条 パートタイム会計年度任用職員の報

酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

第16条 パートタイム会計年度任用職員の報

酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

(１)・(２)  略 (１)・(２)  略 

(３) 保育補助員 時間額1,180円 (３) 保育補助員 時間額1,100円 

(４) 保健師、看護師及び管理栄養士 時

間額1,340円 

(４) 保健師、看護師及び管理栄養士 時

間額1,260円 

(５) 保育士 時間額1,340円（１日の勤務

時間が７時間30分の場合にあっては、日

額10,050円） 

(５) 保育士 時間額1,260円（１日の勤務

時間が７時間30分の場合にあっては、日

額9,450円） 

(６)  略 (６)  略 

（パートタイム会計年度任用職員の期末手

当） 

（パートタイム会計年度任用職員の期末手

当） 

第23条  略 第23条  略 

２  略 ２  略 

３ 条例第25条第１項の規定により読み替え

て準用する給与条例第42条第２項に規定す

る任命権者が規則等で定める割合は、100分

の46.25とする。 

３ 条例第25条第１項の規定により読み替え

て準用する給与条例第42条第２項に規定す

る任命権者が規則等で定める割合は、100分

の45とする。 

４・５  略 ４・５  略 

（パートタイム会計年度任用職員の勤勉手

当） 

（パートタイム会計年度任用職員の勤勉手

当） 

第23条の２  略 第23条の２  略 

２ 条例第25条の２第１項の規定により読み

替えて準用する給与条例第42条の４第２項

第１号に規定する任命権者が規則等で定め

る割合は、100分の16.25とする。 

２ 条例第25条の２第１項の規定により読み

替えて準用する給与条例第42条の４第２項

第１号に規定する任命権者が規則等で定め

る割合は、100分の15とする。 

３・４  略 ３・４  略 

別表（第４条関係） 別表（第４条関係） 



職種別基準表 職種別基準表 

 

職種 

基礎号給 上限   

職種 

基礎号給 上限  

 職

務

の

級 

号

給 

職

務
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給 

職

務
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級 
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給 

 

 (１)～(13)  略 略 略 略 略   (１)～(13)  略 略 略 略 略  

 (14) リーダー保

育士、保健師、

助産師、看護師 

、医療相談員及

び言語聴覚士 

１ 50 １ 50   (14) リーダー保

育士、保健師、

助産師、看護師

及び医療相談員 

１ 50 １ 50  

 (15)・(16)  略 略 略 略 略   (15)・(16)  略 略 略 略 略  

  

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第１６条第３号から第５号までの規定は、この規則の施行の日以後に

支給すべき事由を生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由を生じた

報酬については、なお従前の例による。 


